
 

第 10 期 障がい児部会の活動計画 

 

１ 目的 

障がいのある子どもに対して、ライフステージに合わせた支援体制の整備を推進し、

安定した日常生活や社会生活が送れるような施策の検討を行う会議体として、障がい

児部会を設置する。 

 

２ 委員構成 

   医療関係者、学識経験者、特別支援学校、児童発達支援センター、放課後等デイサ

ービス事業所、発達障がい者支援センター、障がい児相談支援事業所、当事者家族、

区民代表、板橋区関係所管課 

 

３ 任期 

   令和９年３月 31日まで 

 

４ 主な協議事項 

 「板橋区障がい者計画 2030 障がい福祉計画（第７期）・障がい児福祉計画（第３期）」

における家族への支援体制の構築を踏まえて次の２つの事項を設定する。 

（１）家族への包括的支援体制の構築 

（２）専門部会（障がい児）を活用した連携体制の強化 

 

５ スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※令和８年度においても年 2回程度開催 

※一回当たりの会議時間は２時間程度 

R７.4 R８.3 R８.4 

障がい児 
部会 

第１回９/19 第２回１/16 第１回 

協議会 第１回５/19 第２回 10/30 第３回年度末 第１回 

協議事項確認、検討、まとめ 等 

令和７年度 第１回 障がい児部会 

令和７年９月 19 日（金） 資料１ 


